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1111    適用適用適用適用    

本仕様書は、伊勢広域環境組合（以下「組合」という。）が発注する環境影響評価に基づ

く環境保全措置等業務委託（以下「本業務」という。）に適用する。また、本業務は本仕様

書及び組合が指定する書類に準拠して実施するものであり、本仕様書等に明記されていない

事項であっても、目的達成のために必要な業務については、受託者の責任において実施する

こと。 

2222    総則総則総則総則    

(1) 目的 

本業務は、「伊勢広域環境組合ごみ処理施設整備事業に係る環境影響評価書」（令和４年 10

月）（以下、「評価書」という。）手続きの中で、事業の実施により「影響がある」と予測さ

れたヤマトモンシデムシ及び水生昆虫の重要種等について、評価書に記載した環境保全措置

を実施する。 

(2) 業務委託名 

環境影響評価に基づく環境保全措置等業務委託 

(3) 施行場所 

伊勢市西豊浜町地内ほか 

(4) 委託期間 

契約締結の日から令和 6年 3 月 31 日まで 

(5) 関係法令 

受託者は、本業務の実施にあたり、以下に示す法令等を遵守しなければならない。 

ア 三重県環境影響評価条例（平成 10 年三重県条例第 49号） 

イ 三重県環境影響評価技術指針（令和４年改正） 

ウ その他の関係法令、通達、通知等 

(6) 業務の履行 

受託者は、契約書、仕様書、その他関係書類に基づき、効率的かつ経済的に業務を履行す

ること。 

(7) 貸与資料 

本業務に必要な資料等について、組合が所有するもので貸与して差し支えないものについ

ては所定の手続きの上、受託者に貸与するものとする。受託者は貸与された資料等について、

業務完了時に組合に返却するものとする。 

(8) 中立性の保持 

受託者は、常にコンサルタントとしての中立性を保持しなければならない。 
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(9) 秘密の保持 

受託者は、本業務において知り得た内容について、組合の許可なしに、第三者に漏らして

はならない。 

(10) 業務に係る経費 

本業務の履行に係る諸経費について、特別な場合を除き、すべて受託者の負担とする。 

(11) 業務の変更等 

本業務の実施に際し、既定業務内容の変更又は当該業務以外の調査、計画等の必要が生じ

た場合は、組合と受託者が業務内容及び業務委託料等について、協議を行うものとする。な

お、業務内容の変更に必要な資料は、受託者が作成する。 

(12) 業務完了時の検査 

受託者は、成果物提出時に組合の実施する完成検査を受けるものとし、業務内容に適合し

ないと認められた場合は、直ちに組合の指示に従い修正等を行うものとする。 

(13) 技術者の配置 

受託者は、本業務を遂行するにあたり、管理技術者及び主任技術者をそれぞれ 1 名配置す

ることとし、配置技術者は兼務できないものとする。 

ア 管理技術者 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 8 条に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る都

道府県条例に基づく環境影響評価業務に従事した経験を有する者とする。 

技術者の配置にあたっては、環境影響評価に特化した資格として、技術士法（昭和 58 年法

律第 25 号）に規定する技術士（環境部門：選択科目「環境影響評価」、又は、建設部門：選

択科目「建設環境」）の資格を有すること。 

イ 主任技術者 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 8 条に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る都

道府県条例に基づく環境影響評価業務に従事した経験を有する者、かつ、環境影響評価の結

果、環境保全措置が必要となった水生昆虫類等に対し、事後調査業務の中でビオトープ等の

設置実績を有する者とする（環境影響評価と環境保全措置は同一事業）。技術者の配置にあ

たっては、環境影響評価に特化した資格として、技術士法（昭和 58 年法律第 25 号）に規定

する技術士（環境部門：選択科目「環境影響評価」、又は、建設部門：選択科目「建設環境」）

の資格を有すること。 

(14) 提出書類等 

ア 業務完了関係書類 1式 

イ 業務成果品 

以下の(ｱ)から(ｴ)に示すものとし、印刷物は A4 判カラー印刷を基本とする。なお、成果

品等の内容及び数量については、組合と受託者で協議のうえ最終決定する。 

(ｱ) 業務計画書 

(ｲ) 業務報告書 
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(ｳ) 打合せ記録及び議事録 

(ｴ) 上記(ｱ)から(ｳ)の電子データ 

(15) 疑義 

本仕様書に定める内容について疑義が生じた場合は、受託者は組合に照会し、その指示に

従うものとする。 
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3333    業務内容業務内容業務内容業務内容    

(1) 計画準備 

評価書の内容を把握し、本業務の業務計画書を作成する。 

(2) 環境保全措置の実施 

評価書の「第７章 7-10 陸上動物」及び「第７章 7-12 水生生物」に基づき、ヤマト

モンシデムシ及び水生昆虫の重要種等に対して、工事着手前に環境保全措置を実施する。 

ア ヤマトモンシデムシの生息適地探索 

令和 5 年 6 月頃に、移設先と想定される相合川及びその周辺の分布状況を把握し、移設先

の検討を行う。 

イ ヤマトモンシデムシの捕獲及び移設 

移植先の決定後、対象事業実施区域内のヤマトモンシデムシを採集し、移設する。 

ウ 仮創出池の設置 

工事着手前に対象事業実施区域西側の現敷地内に仮移植池を設け、重要な種の保全に資す

る生息基盤の創出に努める。（7 月頃を想定） 

なお、保全対象とする水生昆虫類の重要な種は下記のとおりである。 

 マダラコガシラミズムシ、シマゲンゴロウ、アキアカネ、コガムシ、コガタガムシ 

 

想定する実施内容は下記に示すとおりである。 

項目 内容 

評価書記載

内容 

対象事業実施区域内に生息する水生昆虫類の重要な種については、

対象事業実施区域内または周辺に生息環境を仮創出する。 

実 施 場 所

(想定) 

既設敷地内の緑地または、対象事業実施区域周辺の耕作地 

整 備 方 法

(案) 

1辺あたり2～3mのポリプロピレン製等のコンテナを用いた人工池を

設置し、水を張っておく。深さにバリエーションをつけるとともに、

植栽基盤とするため、水底には砂利等を敷くほか、赤玉土等を入れた

蛇籠またはプランター等を沈めておく。生息・産卵場所になるよう、

現地に生育する植物を植栽する。 

 

 

 

 

 

 

模式図 

(3) 有識者ヒアリング 

環境保全措置、事後調査及び追加的な環境保全措置の検討に当たっては、有識者からの指導・

助言を得るため、ヒアリングを1回以上実施すること。 

有識者ヒアリングの資料は受注者が作成することとし、謝礼金についても受託者負担とする。 

赤玉土等の蛇籠 

土を入れた 
プランター 

30〜40cm 砂利等を敷く 


